
申請者（法人等商号）名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受任者(支店・営業所等)名：

書類の内容など チェック

□

直近２年の営業年度における完成工事
（印刷提出のほか、PDFでのデータ提出も必要です。） □

使用印・実印を押印したもの。

（本店の場合、両方に実印を押印してください。）

証明月日が３か月以内であること。 □
有効期限内であることを確認すること。 □
個人の場合身元証明書（写し） □

法人 個人
法人税 申告所得税

法人事業税 個人事業税

法人県民税 －

法人住民税 個人住民税

－ 国民健康保険税

申請日現在で有効なもので、複数ある場合は最新のも
のを添付してください。。 □

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
第32条第１項各号に該当しない旨の宣誓 □
経営事項審査申請時に添付したものの写し。
多数のとき、４頁分までまとめてA４判１面に縮小可 □
どちらにも加入していない場合は、その理由書を作成し
（様式は任意）添付してください。 □
特許権を有するものは添付が必要です。 □
宛名を明記し、84円切手を貼って提出してください。 □

誓約書
（作成ツール「誓約書」により作成）

経営規模等評価結果通知・総合評定値通知書
（写し）

任
意
様
式

①国税

②都道府県税

（作成ツール「印刷シート２」の１ページでも可）

使用印鑑届（原本）
（作成ツール「印刷シート２」の２ページでも可）

印鑑証明書（写し）

建設業法第３条許可証明書（写し）

登記簿謄本（写し）　※法人の場合

□「未納がない」ことの証明
※市役所等で取得

書　類　名

社会保険等加入
状況申告書

※ 経営規模等評価
結果通知・総合評定
値通知書にて加入
状況が確認できない
場合に提出。
※ 書式は、作成
ツール「社保等申告
書」により作成。

「建設業退職金共済事業加入履行証明書」又は
「中小企業退職金共済加入証明書」

「未納がない」ことの証明（税務署長の証明）
「その３の３(法人)」又は「その３の２(個人)」で可

契約を本店以外で行う場合必要です。

・申請時の直前の保険料の納入
　　→「領収証書」又は「保険料納入証明書」
・新設法人等で保険料納入日が到来していない場合
　　→「適用通知書」

消費税及び地方消費税

自動車税

固定資産税

軽自動車税
③市町村税

健康保険
（右記の書類の写しを添付）

厚生年金保険
（右記の書類の写しを添付）

雇用保険
（右記の書類の写しを添付）

「未納がない」ことの証明
※都道府県税事務所で取得

「申請書様式作成ツール」（組合ホームページからダウ
ンロード）で作成してください。

「営業所一覧表」は国土交通省統一様式でも構いませ
ん。

この一覧表により提出書類が整っていることを確認のう
え、申請者名、受任者名、チェック欄を手記入したもの
を提出してください。

【提出書類等一覧表・チェック表（建設工事）】
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類

返信用封筒１通(長形３号）

□

□
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□
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□
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□

□

注意
納税証明書（写し）の①、②、③について、徴収金に未納がある場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納税猶予または猶
予制度が適用となった場合は、上記の証明書の代わりに「猶予許可通知書」等の写しを提出してください。
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申請者カード
（作成ツール「印刷シート１」１/２、２/２）

提出書類等一覧表・チェック表
（この表で申請者名等記載済、チェック済のもの）

競争入札参加資格承認申請書
（作成ツール「入力・印刷シート１（承認申請書）」）

営業所一覧表
（作成ツール「入力・印刷シート２（営業所一覧表）」）

特許証の写し

技術者名簿

工事経歴書

委任状

納税証明書（写し）　※証明日が３か月以内のもの
（都道府県税及び市町村税は受任先がある場合、受任先のみで構いません）

・申請時の直前の保険料の納入
　　→「領収証書」又は「保険料納入証明書」
・新設法人等で保険料の支払いが生じていない場合
　　→「適用通知書」

・申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書
（控）」及び「保険料領収済通知書」
・新設法人等で保険料の支払いが生じていない場合は
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」


